
環境部清掃リサイクル課
令和６年度２月２５日（日）

令和５年度資源回収説明会
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■ 資源回収とは
■ 登録申請について
■ 報償金の請求・支払いについて
■ 特別報償金について
■ 補償制度について
■ 回収実績の報告
■ 質疑応答
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①自治会、こども会、PTA などの各団体が、家庭から出る資

源物を持ち寄り、資源回収業者に引き渡す自主的な資源リ
サイクル活動のこと。

②ごみの減量や資源の有効利用の推進だけでなく、地域コ
ミュニティづくりや物を大切にする心を育てることにも寄与。

③青梅市では、回収量に応じた報償金を交付しており、

この報償金は各団体の活動費へ。

　同時に、資源物を回収する資源回収業者にも助成金を交付
し、地域内で資源物が引き取られやすい仕組みを支援。

資源回収とは
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対象品目と単価
品目 単価（1㎏あたり）

新聞 　９円

雑誌・雑紙 １３円

紙パック １３円

ダンボール 　１１円

繊維類 　１１円

くず鉄類 　８円

アルミ ２０円

１．８Ｌびん １６円

ビールびん
（633mℓ以上）

１６円

その他のびん １５円 4



団体資格：営利を目的としない１０人以上の住民で構成
　　　　　されていること

報償金を申請するためには毎年度登録が必要です

登録申請について

必要事項：集める品目　代表者　取引口座　集積場所

　　　　　回収業者　予定回数　
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提出書類

単独団体 親団体 子団体

団体登録申請書 団体登録申請書 団体登録申請書

実施計画書 実施計画書

委任状

（口座関係）

委任状

（口座関係）

委任状

（親子・口座関係）

提出期限：令和６年４月１５日（月）まで

なお、４月上旬に資源回収を実施する予定の団体は早めのご提出をお願いい
たします。登録申請前に報償金の請求をいただいた場合、登録申請をいただ
いてからのお支払いとなります。
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登録申請時の注意点

代表者

　組織の代表　＝　会長、理事長、代表　等

　※団体内の資源回収を担当する方ではありません。

口座の名義
　個人名義の口座には振り込めません！

 ××銀行　普通　1234567　青梅子供会　会計　環境美化子　⇒

 ××銀行　普通　1234567　青梅子供会⇒

 ××銀行　普通　1234567　環境美化子⇒
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報償金の請求について

資源回収の実施

                    　実績報告書兼請求書および仕切り伝票を作成STEP １

                    　　　　清掃リサイクル課・市民センターへ提出STEP ２

                    　　　　　　　　　　審査・交付決定STEP ３

                    　　　　　　報償金支払通知書の受領STEP ４

報償金の交付 8



99999
青梅市東青梅1-11-1
青梅自治会
会長　青梅　太郎

実際の提出日

　　　報償金額（訂正不可）

実績報告書兼請求書の書き方

青
梅

青
梅

青
梅
自

治
会
会

長
之
印

・代表者氏名には肩書を必ず記入

・団体の代表者の印鑑を押印
例）
・私印の場合
青梅自治会
　　　会長　青梅　太郎

・会長印等の場合
青梅自治会
　　　会長　青梅　太郎
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仕切伝票について

★受け取る際、団体コード、団体名、
回収内容（点線囲み部分）をよくご確

認ください。
★２枚つづりになっていますので、

を実績報告
書兼請求書と一緒に提出してください。

※資源回収を実施した後、買い取り業者から受け取ってください。
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■実績報告書兼請求書の提出時期

区分 資源回収実施日 提出書類受付期間
第１四半期 令和６年４月１日～６月３０日 令和６年７月１日～１６日
第２四半期 令和６年７月1日～９月３０日 令和６年１０月１日～１５日
第３四半期 令和６年１０月１日～１２月３１日 令和７年１月６日～１７日
第４四半期 令和７年1月１日～３月３１日 令和７年４月１日～１５日

※提出受付期間に間に合わない場合は、清掃リサイクル課にご相談ください。

■提出・受付場所

受付場所 受付内容
清掃リサイクル課
（市役所５階）

・提出書類の提出
・提出書類の記入方法や報償金額の計算等の問合せ

市民センター ・提出書類の受付のみ

報償金の請求について
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※対象となる（親）団体の代表者あてに、支給額が決定次第通知を発送しますので、　

　同封されている請求書を提出してください。

特別報償金について

一年度の実施回数 支給割合

１０回 報償金総額×１０％

１１回 報償金総額×１０％

１２回 報償金総額×１２％

同一区域

親団体 子団体 子団体 子団体

■対象と支払割合

■親団体と子団体
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青梅市市民活動災害補償制度

  補償内容：活動中の怪我などへの補償

  　補償対象：市民活動の指導者・参加者等

　　　　　　  自治会活動の参加者

　  担当課：市民活動推進課

  　申請の流れ：

      　市（市民活動推進課）へ連絡STEP １

                    　　　　　　２週間以内に書類を提出STEP ２

                    　　　　　　　　保険金請求書の提出STEP ３

保険金の入金

事故発生

事故等への補償制度について
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■ 青梅市資源回収自動車事故補助金制度
  補償内容：活動中の交通事故に対する補償
      補償対象：資源回収団体
　　担当課：清掃リサイクル課
　   申請の流れ：

      　警察へ通報STEP １

                    　　　　　　市（清掃リサイクル課）へ連絡STEP ２

                    必要書類（事故証明や写真、保険証書等）の提出STEP ３

補助金の交付

事故発生

事故等への補償制度について
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※びん類には、酒・しょうゆ瓶、ビールびん、その他のびんを含みます。
※かん類には、くず鉄類とアルミを含みます。

青梅市の資源回収の状況
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令和４年度資源回収量実績

※びん類には、酒・しょうゆ瓶、ビールびん、その他のびんを含みます。
※かん類には、くず鉄類とアルミを含みます。
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青梅市環境部清掃リサイクル課　ごみ減量推進係

〒１９８－８７０１

青梅市東青梅１－１１－１　青梅市役所５階

電話番号　０４２８－２２－１１１１

　　　　　（内線２５１２）

資源回収に関する連絡先
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